
１．契 約 件 名 官用車１２箇月定期点検整備

２．履 行 期 限 令和 8 年 3 月 27 日まで

３．履 行 場 所 性能評価センター及び受注者整備工場

４．調 達 内 容 仕様書のとおり

５．見積合わせに参加するために必要な資格 

　　(1) 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しない者であること。

　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、

　　同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

　　(2) 予決令第７１条の規定に該当しない者であること。

　　(3)見積書の提出期限から見積もり合わせ実施日までの間に、航空局長から航空局所掌の工事

　　請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９年６月２８日付け空経第３８６号）に基づく

　　指名停止を受けていない者であること。

　　　なお、国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）に有していない者であっては、見積書の

　　提出期限から見積合わせ実施日時までの間に、航空局長が指名停止期間として措置を講じる

　　原因となった不正又は不誠実等の事案に関与した者で無いこと（関与した入札案件の入札

　　事業者が指名停止期間中でないこと。）。

　　(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通

　　省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

６．資格適合・無効

　　　見積書（別記様式２）を提出する場合は誓約書（別記様式３）の提出をもって５．(1)～(4)の

　　資格に適合していることを誓約したものとみなす。見積合わせ実施日において、５．見積合わせ

　　に参加するために必要な資格に適合していない者が提出した見積書は無効とする。なお、見積書

　　の提出期限までに５．見積合わせに参加するために必要な資格に適合していない者であっても

　　見積書を提出することは出来るが、見積合わせ実施日までに適合していることを確認できない

　　場合は、提出した見積書は無効とする。

７．見積書の提出期限等

　　性能評価センター管理係

　　持参、郵便及び許可された民間事業者による信書の送達による見積を認める。但し提出期限日に

　　必着であること。提出期限日に提出されない見積書は再配達を要した等のいかなる理由であって

　　も無効とする。

８．見積合わせ実施場所・日時　性能評価センター管理係

９．見積内訳書の要否 無（有の場合、見積書の提出時に内訳書を添付すること。内訳書が添付

　　されていない見積書は無効とする。） 

１０．見積合わせの結果は、契約の相手方に決定した者のみに通知する。

１１．契約書（又は請書）作成の要否 無

１２．その他

　　・見積書合わせ実施日に５.(1)～(4)に適合しない者の見積書は無効とする。 

　　・本件参加にあたっては、別途配布する仕様書等を必ず入手し、「航空局オープンカウンター方式

　　実施要領」を熟読すること。

　　　なお、仕様書の入手が確認できない者からの見積書は無効とする。

１３．仕様書、見積書（別記様式２）、誓約書（別記様式３）の入手先及び契約条件及び納入品に

　　　関する問い合わせ先 

　　　性能評価センター管理係 　電話 0294-72-9101　 電子メール cab-npac-jimu@gxb.mlit.go.jp

令 和 8 年 2 月 12 日 17 時

令 和 8 年 2 月 13 日 10 時

令 和 8 年 1 月 30 日

見積の提出を求める公示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分任支出負担行為担当官　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性能評価センター所長　山口　敬人

　次のとおり、オープンカウンター方式による見積もり合わせに付しますので、見積書の提出を募集

します。


